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緊
急
通
報
装
置
を

貸
与
し
ま
す

２４
時
間
体
制
の
緊
急
対
応
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
、
急
病
な
ど
の
緊
急
時
に
ボ
タ
ン
１

つ
で
「
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
（
救
急
車
の

要
請
等
）」
へ
通
報
す
る
装
置
を
お
貸
し

し
ま
す
。

対
象
者　

６５
歳
以
上
で
疾
患
等
に
よ
り
緊
急
通
報

装
置
が
必
要
な
高
齢
者
世
帯

※
協
力
員
（
緊
急
時
に
対
象
者
の
お
宅
を

訪
問
で
き
る
方
）
３
名
が
必
要
で
す
。

利
用
料(

月
額)　

◇
市
民
税
非
課
税
世
帯　
無
料

◇
市
民
税
課
税
世
帯　
１
，
７
７
１
円

※
利
用
料
の
ほ
か
通
信
料
が
別
途
必
要
。

申
請
方
法　

高
齢
介
護
課
へ
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
代
行
申
請
や
郵
送
で
の
申
請
も

で
き
ま
す
。
申
請
書
は
高
齢
介
護
課
ま
た

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

※
申
請
後
、
ご
自
宅
へ
訪
問
調
査
が
あ
り

ま
す
。

問
合
わ
せ　

高
齢
介
護
課

☎
８４-

０
６
４
４

７５
歳
以
上
の
高
齢
者

の
み
の
世
帯
を
訪
問

し
ま
す

地
域
の
民
生
委
員
が
７５
歳
以
上
の
ひ
と

り
暮
ら
し
の
高
齢
者
及
び
高
齢
者
の
み
で

お
住
ま
い
の
世
帯
を
対
象
に
、
見
守
り
や

安
否
確
認
を
目
的
と
し
た
調
査
を
行
い
ま

す
。
自
宅
に
訪
問
又
は
電
話
に
て
健
康
面

や
生
活
面
等
の
簡
単
な
質
問
を
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

訪
問
期
間　
９
月
初
旬
～
１１
月
初
旬

※
７５
歳
未
満
の
方
が
同
一
敷
地
内
に
い
る

方
や
入
院
・
施
設
入
所
し
て
い
る
方
は

対
象
外
で
す
。

問
合
わ
せ　

高
齢
介
護
課

☎
８４-
０
６
４
４

年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
の
請
求
に

つ
い
て

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
消
費
税

率
引
き
上
げ
分
を
活
用
し
、
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一
定

基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

給
付
金
の
受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
が
実
施

し
ま
す
。

対
象
者（
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
）

◇
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

・
６５
歳
以
上
の
方

・
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税
の

方
・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所
得

額
の
合
計
が
８
８
１
，
２
０
０
円
以
下

の
方

◇
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
額
が
４
，
７
２
１
，
０
０

０
円
以
下
の
方
（
※
扶
養
親
族
の
人
数

に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。）

請
求
手
続
き　

◇
令
和
３
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方

新
た
に
対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
が

８
月
下
旬
頃
か
ら
順
次
届
き
ま
す
。
同

封
の
は
が
き
（
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
請
求
書
）
を
記
入
し
、
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

◇
令
和
３
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を
請

求
す
る
方

年
金
の
請
求
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
ま

た
は
市
役
所
で
請
求
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
わ
せ　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
）

☎
０
５
７
０-
０
５-

４
０
９
２

６５
歳
以
上
の
高
齢
者

世
帯
に
昼
食
を
配
達

し
ま
す

次
の
要
件
に
該
当
さ
れ
る
世
帯
に
、
昼

食
を
配
達
い
た
し
ま
す
。
減
塩
食
や
糖
尿

病
食
な
ど
、
疾
患
に
配
慮
し
た
特
別
食
も

あ
り
ま
す
。

対
象
者　

安
否
確
認
と
栄
養
改
善
が
必
要
な
６５
歳

以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
、
介
助

な
し
で
は
外
出
で
き
ず
、
買
い
物
又
は

調
理
が
困
難
で
あ
り
、
親
族
等
の
協
力

が
得
ら
れ
な
い
方

利
用
料
（
１
食
当
た
り
）　

普
通
食
４
０
０
円
、
特
別
食
５
５
０
円

申
請
方
法　

高
齢
介
護
課
へ
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
代
行
申
請
や
郵
送
で
の
申
請
も

で
き
ま
す
。
申
請
書
は
高
齢
介
護
課
ま
た

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

※
申
請
後
、
ご
自
宅
へ
訪
問
調
査
が
あ
り

ま
す
。

問
合
わ
せ　

高
齢
介
護
課

☎
８４-

０
６
４
４
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